
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「山梨フルーツキャンペーンプロモーション業務委託」 

企画提案実施要領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

令和 6 年 3 月 

公益社団法人やまなし観光推進機構 

  



１．業務名 
  山梨フルーツキャンペーンプロモーション業務 
 
２．実施期間 
  契約締結⽇〜令和７年３月末頃 
 
３．業務の目的 

富士の国やまなし観光ネット（委託者が運営する観光情報 WEB サイト。以下、「観光
ネット」という）のユーザ数を拡大、PV を増加させるとともに、山梨県産フルーツ（さ
くらんぼ・もも・ぶどう・いちごなど）のブランド力を向上させ、観光誘客を促進し、地
域経済を活性化させる。 

 
４．業務の内容 

仕様書及び契約書のとおり 
 
５．予算 

金４，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 
ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すた

めのものであることに留意すること。 
 
６．調達方式 

公募型プロポーザル方式での随意契約とする。 
企画書及びプレゼンテーションにより審査し、受託者を選定する（１者）。 
ただし、参加申込者が５者を超えた場合は、下記提出書類による１次審査を行い、通過

者のみを対象として、企画提案書及びプレゼンテーションによる２次審査を行う。 
 

（１）参加申込 
本企画提案に参加する場合、令和６年３月２６⽇（火）正午までに郵送、持参または

電子メールにより様式１、様式２及び様式３を提出する。 
（２）審査 

① 審査項目 
本業務を受託する際の組織体制（プロジェクトチーム、人員数、関連協力会社等との

ネットワーク等）、過去の実績及び企画内容等を審査する。 
プレゼンテーションでは、本業務に対する委託者の考え方との親和性、企画実現性、

効果等を把握し、契約者を選定する（１者）。 
   

  



② 提出書類 
 

項 目 内 容 

会社概要 会社概要が把握できる資料（規模、財務状況等） 

組織体制 
本業務を遂行するうえでの体制が把握できる資料 

（プロジェクトチームの編成、人員数、関連会社や各種媒体等 
の協力会社のネットワーク等） 

企画提案書 

企画内容が把握できる資料 
【基本的な記載事項】 
・本業務遂行にあたっての基本的な考え方 
（コンセプト、方針等） 
・総合的な企画内容（具体的手法、関連会社等へ委託する場 

合はその内容等） 
・スケジュール 

見 積 書 本体価格及び消費税が把握できる見積書 
 

③ 提出期限 
令和６年４月８⽇（月） 

④ 提出方法 
電子メール 宛先：公益社団法人やまなし観光推進機構（kankou@yamakan-sk.jp） 
提出書類の形式は、PDF またはパワーポイントとする。 

 ⑤ プレゼンテーション 
   ア）期⽇ 

令和６年４月１２⽇（金） 
 

＜参加申込が５者を超えた場合＞ 
１次審査（書面）令和６年４月９⽇（火） 
※通過者のみを対象として、企画提案書及びプレゼンテーションによる２次審

査を行う。１次審査の結果は速やかにメールで通知する。 
 
   イ）場所 

山梨県庁別館１階 会議室またはオンライン（Zoom を使用予定） 
   ウ）実施時間 

別途通知 
  



 
   エ）方法 

パワーポイント等スライドの使用、模型等の活用は各参加社において決定する。
ただし、会場の都合上、特殊な方法で行う場合は、事前にその旨連絡すること。 

⑥ 結果の通知 
審査終了後、速やかに通知する。 

（３）注意事項 
企画提案は、１参加者につき１件とする。 
※その他については自由 

 
７．契約 
（１）審査後、契約者を選定（１者）し、契約を締結する。 
（２）契約期間は、契約締結⽇から令和７年３月末までとする。 
（３）契約締結後、契約金額の範囲内で企画提案内容を変更する場合がある。 
（４）著作者・人格権による損害賠償の請求等は契約当時者がこれを処理する。 
 
８．質問 
（１）質問の方法及び送付先 

本企画提案及び実施要領に対し質疑がある場合、質問票（様式４）に記載のうえ、電
子メールを次に送付すること。 

   宛先：公益社団法人やまなし観光推進機構（kankou@yamakan-sk.jp） 
（２）受付期間 

令和６年３月１８⽇（月）から令和６年３月２６⽇（火）正午まで 
（３）質問に対する回答 

参加申込書の提出があった全ての者に対し、原則として電子メールで行う。 
 
９．企画提案の無効 

次のいずれかに該当する場合、当該者の企画提案を無効とする。 
（１）本要領に定める事項に適合しない場合 
（２）談合、提出書類の虚偽記載など不正行為があった場合 
 
１０．その他 
（１）企画提案に要する費用は参加者の負担とする。 
（２）選考経過についての問い合わせは受け付けない。 
  



 
１１．問い合わせ先 
  公益社団法人やまなし観光推進機構 

所 在 地  〒４００−８５０１ 山梨県甲府市丸の内１−６−１県庁別館２階 
  電 話  ０５５−２３１−２７２２ 
  F A X  ０５５−２２１−３０４０ 
  電子メール  kankou@yamakan-sk.jp 
 


